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「草木塔の心･説明碑」 の建立

“草木塔の心” の普及

関係論文等のインターネット公開

公開講座 「自然と人間の共生」 の開催
「自然と人間の共生」 を SDGs の観点で再考し、 本学における最新
の研究知見と教育実践、 学生活動を披露する公開講座を開催しま
す。 さらにその成果を山形での SDGs の推進に活かします。

「やまがた草木塔ネットワーク」 等の協力を得て、 これまで蓄積してきた
『自然と人間の共生』 及び 『草木塔』 に関する論文等を 「機関リポ
ジトリ」 に登録し、 広くインターネットに公開します。

山形県を代表するローカル SDGs である “草木塔の心” を広く普及する
ためにリーフレットを作成し、 本学基盤共通教育科目の教材とするとと
もに、 県内外に配布します。

本学では、 「自然と人間の共生」 を具体化し、 山形独自の自然観を
広めることを目的として、平成 19 年に「草木塔の心」碑を建立しました。
今回新たに 「草木塔の心･説明碑」 を建立し、 その意義を SDGs の
観点から再興します。
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副学長　林田 光祐
(YU-SDGs リーダー )

副学長メッセージ
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副学長　林田 光祐

　山形大学は、 昨年から YU empowering with SDGs の方針に基づき、 社
会の持続可能な発展に向けた地域の取り組みを積極的に empower!( 力づける )
しています。
　「自然と人間の共生」 は、 平成 16 年の法
人化後に制定した本学の 「5 つの基本理念」 に
明記され、 「3 つの使命」 と併せて本学における
最重要概念となっています。
　来年度から始まる第 4 期中期目標期間を前
に、“元祖 SDGs” と言える 「自然と人間の共生」
を改めて再興 ( 再考 ) し、 広く学内外に発信す
る 4 つのプロジェクトを実施します。
　皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上
げます。

再興 ( 再考 ) プロジェクト　～元祖 SDGs “草木塔の心” をみんなに～
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やまだい未来へつなぐプロジェクト第二弾


